
 

 

 

令和４事業年度財務諸表 

 

（ 保 険 勘 定 ） 

 



（保険勘定） （単位：円）

資産の部
Ⅰ 流動資産

現金及び預金 39,750,662
金銭の信託 69,425,178,908
賞与引当金見返（注） 5,568,917

流動資産合計 69,470,498,487
Ⅱ 固定資産

1 有形固定資産 0
建物 432,510
減価償却累計額 △ 315,332 117,178

車両運搬具 134,230
減価償却累計額 △ 9,340 124,890

工具器具備品 21,231,436
減価償却累計額 △ 11,266,343 9,965,093

有形固定資産合計 10,207,161
2 無形固定資産

ソフトウェア 2,999,515
無形固定資産合計 2,999,515

3 投資その他の資産 0
退職給付引当金見返（注） 91,547,267
投資その他の資産合計 91,547,267
固定資産合計 104,753,943
資産合計 69,575,252,430

負債の部
Ⅰ 流動負債

未払金 10,350,634
預り金 555,594
引当金
賞与引当金 5,568,917

その他 3,723,216
流動負債合計 20,198,361

Ⅱ 固定負債
資産見返負債（注）
資産見返運営費交付金 3,826,794

引当金
退職給付引当金 91,547,267

その他（長期リース債務） 5,656,666
固定負債合計 101,030,727 101,030,727

Ⅲ 法令に基づく引当金等 0
心身障害者扶養保険責任準備金 69,510,419,958

法令に基づく引当金等合計 69,510,419,958
負債合計 69,631,649,046

純資産の部 0
Ⅰ 繰越欠損金

積立金 9,432,984,448
当期未処理損失 △ 9,489,381,064
（うち当期総損失） (△ 9,489,381,064)
繰越欠損金合計 △ 56,396,616
純資産合計 △ 56,396,616
負債純資産合計 69,575,252,430

（注）これらは、独立行政法人固有の会計処理に伴う勘定科目です。

金      額科      目

貸  借  対  照  表
（令和5年3月31日）



(保険勘定)
(単位：円)

Ⅰ

22,346,967,325

25,072,666

1,591

臨時損失 6,696,864,435

損益計算書上の費用合計 29,068,906,017

Ⅱ その他行政コスト 0

Ⅲ 29,068,906,017行政コスト

雑損

心身障害者扶養保険業務費

一般管理費

行政コスト計算書
（令和4年4月1日～令和5年3月31日）

科 目 金 額

損益計算書上の費用



（保険勘定） （単位：円）
金　　額

経常費用
心身障害者扶養保険業務費

人件費 44,423,680
支払保険料 7,489,473,100
給付金 14,359,615,000
金銭の信託運用損 417,242,547
心身障害者扶養保険業務経費 22,214,310
減価償却費 3,594,611
賞与引当金繰入 3,981,305
退職給付費用 6,422,772 22,346,967,325

一般管理費
人件費 16,430,391
管理経費 5,252,524
減価償却費 1,599,862
賞与引当金繰入 1,587,612
退職給付費用 202,277 25,072,666

雑損 1,591
経常費用合計 22,372,041,582

経常収益
運営費交付金収益（注） 91,389,839
心身障害者扶養保険事業収入

受取保険料 7,489,473,100
保険金 11,985,095,000 19,474,568,100

資産見返運営費交付金戻入（注） 1,309,684
賞与引当金見返に係る収益（注） 5,568,917
退職給付引当金見返に係る収益（注） 6,671,471
雑益 16,942
経常収益合計 19,579,524,953

経常損失 2,792,516,629
臨時損失

心身障害者扶養保険責任準備金繰入 6,696,864,435 6,696,864,435
当期純損失 9,489,381,064
当期総損失 9,489,381,064

（注）これらは、独立行政法人固有の会計処理に伴う勘定科目です。

損  益  計  算  書
（令和4年4月1日～令和5年3月31日）

科　　目



（保険勘定） （単位：円）

減資差益
減価償却相当
累計額（－）

除売却差額
相当累計額
（－）

うち当期総利
益（又は当期

総損失）

当期首残高 0 0 7,551,257,681 1,881,726,767 － 9,432,984,448 9,432,984,448

当期変動額

Ⅰ　資本金の当期変動額

不要財産に係る国庫納付等による減資

Ⅱ　資本剰余金の当期変動額

減価償却

固定資産の減損

Ⅲ　利益剰余金（又は繰越欠損金）の当期変動額

（１）　利益の処分又は損失の処理

前中期目標期間からの繰越し

利益処分による積立 1,881,726,767 △ 1,881,726,767

利益処分（又は損失処理）による取り崩し

国庫納付金の納付

（２）　その他

当期純利益（又は当期純損失） △ 9,489,381,064 △ 9,489,381,064 △ 9,489,381,064 △ 9,489,381,064

前中期目標期間繰越積立金取崩額

Ⅳ　評価・換算差額等の当期変動額（純額）

当期変動額合計 0 0 1,881,726,767 △ 11,371,107,831 △ 9,489,381,064 △ 9,489,381,064 △ 9,489,381,064

当期末残高 0 0 9,432,984,448 △ 9,489,381,064 △ 9,489,381,064 △ 56,396,616 △ 56,396,616

当期未処分利
益（又は当期
未処理損失）

利益剰余金
（又は繰越欠
損金）合計

政府
出資金

資本金合計 資本剰余金

その他行政コスト累計額

資本剰余金
合計

前中期目標期
間繰越積立金

純資産変動計算書
（令和4年4月1日～令和5年3月31日）

Ⅰ　資本金 Ⅱ　資本剰余金 Ⅲ　利益剰余金（又は繰越欠損金）

純資産合計

積立金



（保険勘定） （単位：円）

Ⅰ 業務活動によるキャッシュ・フロー

心身障害者扶養保険に係る保険料納付による支出 △ 7,489,473,100

心身障害者扶養保険に係る給付金による支出 △ 14,359,615,000

人件費支出 △ 72,353,626

その他の業務支出 △ 26,152,854

運営費交付金収入 104,289,000

心身障害者扶養保険に係る保険料受取による収入 7,489,473,100

心身障害者扶養保険に係る保険金受取による収入 11,985,095,000

その他の業務収入 16,942

業務活動によるキャッシュ・フロー △ 2,368,720,538

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △ 700,141

無形固定資産の取得による支出 △ 3,087,451

金銭の信託の増加による支出 △ 11,909,400,000

金銭の信託の減少による収入 14,283,920,000

投資活動によるキャッシュ・フロー 2,370,732,408

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の償還による支出 △ 3,886,380

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 3,886,380

Ⅳ 資金減少額 △ 1,874,510

Ⅴ 資金期首残高 41,625,172

Ⅵ 資金期末残高 39,750,662

区 分 金 額

キャッシュ・フロー計算書
（令和4年4月1日～令和5年3月31日）



（保険勘定） （単位：円）

Ⅰ 当期未処理損失 9,489,381,064

当期総損失 9,489,381,064

Ⅱ 損失処理額 9,432,984,448

積立金取崩額 9,432,984,448

Ⅱ 次期繰越欠損金 56,396,616

（令和5年6月29日）

科 目 金 額

損失の処理に関する書類 



注記 
 
１．重要な会計方針 
  『「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」（令和3年9月21日改訂）』並びに『「独立

行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解に関するＱ＆Ａ」（令和4年3月改訂）』（以下「会計

基準」という。）を適用して、財務諸表等を作成しております。 
なお、会計基準のうち、収益認識に係る改訂内容は令和5事業年度から適用します。 

 （１）運営費交付金収益の計上基準 
    業務達成基準を採用しております。 
    なお、業務の進行状況と運営費交付金の対応関係が明確である活動を除く管理部門の活動は運営

費交付金財源と期間的に対応していると考えられるため、管理部門の活動に限り、期間進行基準を

採用しております。 

 （２）減価償却の会計処理方法 
   ① 有形固定資産 
     定額法を採用しております。なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりとなっております。 
      建物              14 ～ 15年 

      車両運搬具        6年 

      工具器具備品      3 ～ 10年 
   ② 無形固定資産 
     定額法を採用しております。なお、法人内利用のソフトウェアについては、法人内における利

用可能期間（5年）に基づいております。 

 （３）退職給付引当金の計上基準 
当該事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。退職給

付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当該事業年度末までの期間に帰属させる方法については

期間定額基準を採用し、過去勤務債務及び数理計算上の差異は発生年度において一括費用処理をし

ております。 

なお、退職一時金等に充てるべき財源措置が見込まれているため、当該引当金に対応する退職給

付引当金見返を計上しております。 

 （４）法令に基づく引当金等の計上根拠及び計上基準 

    心身障害者扶養保険責任準備金については、「独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会

計並びに人事管理に関する省令（平成15年厚生労働省令第148号。以下「機構財会省令」という。）」

及び「独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の規定に

基づき厚生労働大臣が定める算定の方法について（平成30年3月15日社援発第0315第2号厚生労働省

社会・援護局長通知）」に基づき算出した額を計上しております。 

 【追加情報】 

心身障害者扶養保険責任準備金の算定の際に使用する死亡率、予定利率及び特別調整費の額につい

ては、令和4年度に国が開催した心身障害者扶養保険事業に関する検討会の報告書の内容を踏まえた

実施を、「心身障害者扶養保険事業に係る責任準備金の算定の際に使用する障害者死亡率等について

（令和5年4月21日障企発0421第2号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長通知。以下「課長

通知」という。）」により国から依頼されたことから、令和4年度の決算から、課長通知で示された内容

を使用しております。 



 （５）賞与引当金の計上基準 

    当該事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。 
なお、賞与に充てるべき財源措置が見込まれているため、当該引当金に対応する賞与引当金見返

を計上しております。 

 （６）金銭の信託の評価基準及び評価方法 
    時価法に基づき評価額を算出しております。 

 （７）リース取引の処理方法 

    リース料総額が3,000,000円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る

方法に準じた会計処理としております。 

    リース料総額が3,000,000円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理としております。 

 （８）消費税等の会計処理 
    消費税等の会計処理は、税込方式としております。 
 
２．重要な債務負担行為 
     該当事項はありません。 

３．重要な後発事象 
     該当事項はありません。 

４．固有の表示科目の内容 

勘定科目 内   容 

心身障害者扶養保険責任準備金 

機構財会省令第15条第2号の規定に基づき、事業年度末現在にお

ける年金受給者について将来支給する年金の現価相当額から、当

該年金受給者に係る年金の支払いに充当すべき将来の保険金収

入の現価相当額を控除した額を、毎事業年度末において心身障害

者扶養保険責任準備金として計上しております。 

支払保険料 
生命保険会社に支払う基本保険料及び特例基本保険料を計上し

ております。 

給付金 

次の合計額を給付金として計上しております。 

・保険加入者（保護者）の死亡により障害者に支払う年金 

・保険契約を1年以上継続して、保険加入者の生存中に障害者が

死亡した場合又は契約を脱退した場合の支払保険金（弔慰金給

付保険金） 

・当機構と地方公共団体が締結する「特別弔慰金給付金の支給に

関する協定書」に規定する特別支給の要件に該当した場合に保

険加入者が扶養していた障害者に対して支給する特別弔慰金

（特別弔慰金給付金） 



受取保険料 

次の合計額を受取保険料として計上しております。 

・都道府県、指定都市からの受取保険料収入 

・都道府県、指定都市からの特例受取保険料収入 

保険金 

次の合計額を保険金として計上しております。 

・保険加入者（保護者）が死亡した場合の生命保険会社からの保

険金収入 

・都道府県、指定都市からの特例保険金収入 

・弔慰金給付保険金支払いのための生命保険会社からの受入金 

・特別弔慰金給付金支払いのための生命保険会社からの受入金  

心身障害者扶養保険責任準備金 

繰入 

心身障害者扶養保険責任準備金への当該事業年度の繰入額を計

上しております。 

 
５．行政コスト計算書関係 

 （１）独立行政法人の業務運営に関して国民の負担に帰せられるコスト 

    独立行政法人の業務運営に関して国民の負担に帰せられるコストについては、次のとおりとなっ

ております。 

    行 政 コ ス ト     29,068,906,017円 

    自 己 収 入 等  △  26,171,449,477円 

    法 人 税 等 及 び 国 庫 納 付 額           －円 

    機 会 費 用           71,085円 

独立行政法人の業務運営に関して 
       2,897,527,625円 国民の負担に帰せられるコスト 

 （２）機会費用の計算方法 

    国からの出向職員に生じる機会費用の計算方法 

当該職員が国に復帰後退職する際の退職金のうち、独立行政法人での勤務期間に対応する額は、

給与規定等に基づき計算しております。 

 

６．キャッシュ・フロー計算書関係 

資金の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

       現 金 及 び 預 金        39,750,662円 

    資金の期末残高          39,750,662円 

 

７．その他独立行政法人の状況を適切に開示するために必要な会計情報 

 （１）独立行政法人改革等に関する基本的な方針について 

    「独立行政法人改革等に関する基本的な方針（平成25年12月24日閣議決定）」において、独立行政

法人制度を導入した本来の趣旨に則り、法人の政策実施機能の最大化と官の肥大化防止・スリム化

の両立を図ることを目的として、法人共通の制度、運用の見直しについて、講ずべき措置が取りま

とめられたほか、当機構について講ずべき措置として次の内容が定められ、第186回及び第189回国

会にて法案が審議され成立しております。 

  



 【福祉医療機構】 

  ○ 中期目標管理型の法人とする。（第186回国会 閣第78号） 

  ○ 財務の健全性及び適正な業務運営の確保のため、金融業務に係る内部ガバナンスの高度化を図る

とともに、福祉貸付事業及び医療貸付事業については、金融庁検査を導入する。（第189回国会 閣第

23号） 

  ○ 承継年金住宅融資等債権管理回収業務について、資金の効率的運用の観点から、現在年1回とされ

ている回収金の国庫納付を定期的に行えるよう所要の措置を講じる。（第189回国会 閣第23号） 

 （２）金融商品の時価関係 
   ① 金融商品の状況に関する事項 

    ア 金融商品に対する取組方針 

当該勘定は、「独立行政法人福祉医療機構法（平成14年法律第166号）」第12条に基づき、心身

障害者扶養保険事業を実施しております。なお、当該事業を実施するため、心身障害者扶養保

険資金を設けております。 
    イ 金融商品の内容及びそのリスク 

当該勘定が保有する金融資産は、主として金銭の信託であり、資産価値の減少又は消失によ

ってもたらされる信用リスクにさらされております。 
また、扶養保険資金を国内外の債券及び株式で運用していることから、価格の変動によって

もたらされる市場リスクの他、市場環境変化等により、必要な資金確保が困難になり、資金繰

りがつかなくなる流動性リスクにさらされております。 
    ウ 金融商品に係るリスク管理体制 

    （ⅰ）信用リスクの管理 

信用状況については、主に、保険契約者である生命保険会社各社の毎事業年度の決算報告、

四半期毎のソルベンシーマージン比率、発行体格付、財務格付等のモニタリングを実施して

おります。 

また、あわせて、外部有識者からなる心身障害者扶養保険事業財務状況検討会で審議いた

だき、議事要旨はガバナンス委員会へ報告しております。 

    （ⅱ）市場リスクの管理 

運用資産の過去の市場の動向等を把握・分析のうえ、収益とリスクを考慮した基本ポート

フォリオの構成割合を決定しております。また、目標利回りに対し運用利回りが低下等する

ことにより心身障害者扶養保険責任準備金が不足するリスクを管理するため、心身障害者扶

養保険資産運用委員会で審議いただき、議事要旨をガバナンス委員会へ報告し、必要に応じ

てリバランス等の措置を講じております。 

    （ⅲ）流動性リスクの管理 

保険金、特例保険金の収入予定額及び年金給付保険金の支出予定額等を把握し、資金繰り

を管理する中、遅滞なく年金給付保険金の支払いができるよう、必要に応じて長期運用資産

の一部を短期資産に振り替えております。 

また、余裕金の運用にあたっては、運用先金融機関の財務状況や格付状況等について定期

的に確認するとともに、金融機関毎に格付と資本額に応じた運用限度額を設定し、特定の金

融機関に過度に運用資産が集中しないようリスクの軽減を図るための措置を講じております。 

  



   ② 金融商品の時価等に関する事項 

    期末日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりとなってお

ります。なお、現金は注記を省略しており、預金、有価証券（譲渡性預金）及び預り金は短期間

で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。 

      （単位：百万円） 

科 目 貸借対照表 
計上額 

時 価 差 額 

 金銭の信託 69,425  69,425 －  

   ③ 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項 

     金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の

三つのレベルに分類しております。 

レベル１の時価： 同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定

した時価 
レベル２の時価： レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用い

て算定した時価 
レベル３の時価： 重要な観察できないインプットを使用して算定した時価 

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプッ

トがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類

しております。 

○ 時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債 

（単位：百万円） 

区 分 
時 価 

レベル１ レベル２ レベル３ 合 計 

 金銭の信託 － 69,425 － 69,425 

   （注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明 

   金銭の信託 

      取引金融機関から提示された価格を時価としており、レベル２の時価に分類しております。 

 【表示方法の変更】 

当事業年度より、会計基準における時価の算定に関する規定を適用しております。 

 （３）退職給付引当金関係 
      各勘定における退職給付引当金に関する事項は、次のとおりとなっております。 

   ① 採用している退職給付制度の概要 
       当機構は、確定給付型の制度として企業年金基金制度及び退職一時金制度を設けており、確定

拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。当機構の企業年金基金制度は複数事業

主制度となっておりますが、年金資産の額を退職給付債務の比率に応じて合理的に算定できるた

め、関連する注記は、以下の確定給付制度の注記に含めて記載しております。企業年金基金制度

（積立型制度となっております。）では、給与と勤務期間に基づいた年金を支給しております。退

職一時金制度（非積立型制度となっております。）では、退職給付として給与と勤務期間に基づい



た一時金を支給しております。 

     なお、当機構が加入する公庫厚生年金基金においては、平成25年4月1日付けで厚生労働大臣か

ら厚生年金の将来期間の代行部分に係る支給義務の免除の認可を、また、平成26年10月1日付けで

過去分返上の認可を受け、平成29年9月22日付けで国に返還額（最低責任準備金）の納付を完了し

ております。 

   ② 確定給付制度 
    ア 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表（ウに掲げられたものを除く。） 
                                         （単位：円） 

区             分 金  額 

期首における退職給付債務 
勤務費用 
利息費用 
従業員からの拠出額 
数理計算上の差異の発生額 
退職給付の支払額 
過去勤務費用の発生額 
その他 

期末における退職給付債務 

           62,898,639 

 1,451,678 

              183,619 

          － 

      △    1,692,443 

      △    2,366,267 

          － 

          － 

           60,475,226 

 
    イ 年金資産の期首残高と期末残高の調整表 
                                         （単位：円） 

区             分 金  額 

年金資産の期首残高 
期待運用収益 
数理計算上の差異の発生額 
事業主からの拠出額 
従業員からの拠出額 
退職給付の支払額 
その他 
年金資産の期末残高 

           50,599,287 

 1,011,986 

      △    3,356,781 

            2,433,511 

          － 

      △    2,366,267 

          － 

           48,321,736 

 
  



    ウ 簡便法を適用した制度の退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表 
                                          （単位：円） 

区             分 金  額 

期首における退職給付引当金 
退職給付費用 
退職給付の支払額 
期末における退職給付引当金 

           78,690,877 

  4,383,822 

      △    3,680,922 

           79,393,777 

 
    エ 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年    

金費用の調整表 
                                                                               （単位：円） 

区             分 金  額 

積立型制度の退職給付債務 

年金資産 
積立型制度の未積立退職給付債務 
非積立型制度の退職給付債務 
未積立退職給付債務 
未認識数理計算上の差異 
未認識過去勤務費用 
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 
退職給付引当金 
前払年金費用 
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 

           60,475,226 

      △   48,321,736 

           12,153,490 

           79,393,777 

           91,547,267 

          － 

          － 

           91,547,267 

           91,547,267 

          － 

           91,547,267 

 
    オ 退職給付に関する損益 
                                                                               （単位：円） 

区             分 金  額 

勤務費用 

利息費用 
期待運用収益 
数理計算上の差異の費用処理額 
過去勤務費用の費用処理額 
簡便法で計算した退職給付費用 
確定給付制度に係る退職給付費用 

            1,451,678 

              183,619 

      △    1,011,986 

            1,664,338 

          － 

           4,383,822 

            6,671,471 

 
  



    カ  年金資産合計の主な内訳 
       年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりとなっております。 

        株 式  26％ 
        債 券  62％ 
     そ の 他   0％ 
        一 般 勘 定  11％ 
        現 金 及 び 預 金   1％ 
         合 計 100％ 

    キ  長期期待運用収益率の設定方法に関する記載 
         年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金

資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。 

     ク  数理計算上の計算基礎に関する事項 
       当該事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎については、次のとおりとなっており

ます。 

区             分 令和5年3月31日現在 

割引率 0.3％ 

長期期待運用収益率 2.0％ 

   ③ 確定拠出制度 
        当機構の確定拠出制度への要拠出額は303,518円となっております。 
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１　固定資産の取得及び処分並びに減価償却費（｢第８７ 特定の資産に係る費用相当額の会計処理｣による減価償却相当額も含む｡）の明細

２　引当金の明細
（単位：円）

３　退職給付引当金の明細
（単位：円）

未認識過去勤務費用及び未認識
数理計算上の差異

年金資産
退職給付引当金

４　法令に基づく引当金等の明細
（単位：円）

（注）

(注)　根拠となった法令及び計上の基準については、重要な会計方針（４）を参照してください。

５　運営費交付金債務及び当期振替額等の明細

（１）運営費交付金債務の増減の明細
（単位：円）

（２）運営費交付金債務の当期振替額及び主な使途の明細

①運営費交付金収益への振替額及び主な使途の明細
（単位：円）

②資産見返運営費交付金及び資本剰余金への振替額並びに主な使途の明細
（単位：円）

区　　　　分 期 首 残 高 当 期 増 加 額 当 期 減 少 額 期 末 残 高
4,326,676 6,047,189 139,869,003

△ 57,146 2,366,267 60,475,226
退職一時金に係る債務 78,690,877 4,383,822 3,680,922 79,393,777
確定給付企業年金等に係る債務 62,898,639

－

－ －

91,389,839 92,207,285

69,308,110

－

区　　　　分 期首残高

当 期 振 替 額

6,696,864,435 －
当期減少額

心 身 障 害 者 扶 養 保 険 責 任 準 備 金

－

給 付 経 理

期 間 進 行 基 準 に よ る 振 替 額

費 用 進 行 基 準 に よ る 振 替 額

人件費：44,423,680円、所費：24,482,130円、
その他：402,300円

68,829,152業 務 経 理

セグメント

運営費交付金
収益

業 務 経 理

給 付 経 理

合　　計 1,231,387 －

1,231,387

－

合　　計

22,899,175

－

－

資産見返運営費交付金への振替
振替額 主な使途

資本剰余金への振替
振替額 主な使途

固定資産の取得
　車両運搬具：134,230円
　工具器具備品：565,911円
　ソフトウェア：531,246円

　－

　－

　－

人件費：16,430,391円、所費：6,278,511円、
その他：190,273円

　－　(費用進行基準を採用した業務はない)

　－　(給付経理に係る運営費交付金収益への振替額はない)

1,231,387－ 104,289,000 91,389,839

22,560,687

区　　分

業 務 達 成 基 準 に よ る 振 替 額

－ 5,568,917

費　用

92,621,226

期末残高

期 首 残 高

摘 要
69,510,419,95862,813,555,523

当期増加額

主 な 使 途
運 営 費 交 付 金 の 主 な 使 途

11,667,774 －

期 末 残 高運営費交付金
収 益

資 産 見 返
運営費交付金

資本剰余金 小 計
当期交付額

引当金見返
との相殺額

摘 要
退 職 給 付 債 務 合 計 額 141,589,516

50,599,287
90,990,229 4,237,960 3,680,922

区 分 期 首 残 高 当 期 増 加 額
当 期 減 少 額

期 末 残 高

91,547,267
88,716 2,366,267 48,321,736

－ － － －

摘　要
目 的 使 用 そ の 他

賞 与 引 当 金 5,553,341 5,568,917 5,553,341

（単位：円）

投資その他の資産

期　末
残　高

減 価 償 却 累 計 額

432,510 315,332 26,071 117,178

差引当期末
残　　　高

摘 要

当 期 償 却 額

有 形 固 定 資 産
( 減 価 償 却 費 )

建 物 432,510 － －

資 産 の 種 類
期　首
残　高

当　期
増加額

当　期
減少額

車 両 運 搬 具 177,136 134,230 177,136 134,230 9,340 9,340 124,890

9,965,093

計 21,407,555 700,141 309,520 21,798,176 11,591,015 4,097,987 10,207,161

工 具 器 具 備 品 20,797,909 565,911 132,384 21,231,436 11,266,343 4,062,576

ソ フ ト ウ ェ ア
6,300,311 531,246 － 6,831,557 3,832,042 1,096,486 2,999,515

無 形 固 定 資 産
( 減 価 償 却 費 )

91,547,267退職給付引当金見返 90,990,229 6,671,471 6,114,433 91,547,267 － －



（３）引当金見返との相殺額の明細
（単位：円）

（４）運営費交付金債務残高の明細

（単位：円）

６　役員及び職員の給与の明細
（単位：千円、千円未満切捨て、人）

　(注)1　役員に対する給与等の支給基準の概要
　　　　 役員の給与及び退職手当については、独立行政法人福祉医療機構役員給与規程等に基づき、適正額を支給しております。
　　  2　職員に対する給与等の支給基準の概要
　　　　 職員の給与及び退職手当については、独立行政法人福祉医療機構職員給与規程等に基づき、各職員の職能に応じて適正額を支給しております。
　　  3　職員等の給与の｢支給人員｣数は、年間平均支給人員数を記載しております。
　　  4　()は非常勤の役員及び職員に対するもので外数です。

使 用 見 込 み

合　　計 11,667,774

セグメント
引当金見返との相殺

相殺額 主な相殺額の内訳

業 務 経 理 11,667,774
賞与引当金見返：5,553,341円
退職給付引当金見返：6,114,433円

給 付 経 理

－ 　－　(配分留保額はない)

業務達成基準を採用
し た 業 務 に 係 る 分

－ 　－

役 員
(107) (0.02)
1,885 0.12 229 0.05

55,778 6.36 3,404 0.36
職 員

57,663 6.48 3,634 0.41
合 計

(107) (0.02)

区 分
報 酬 又 は 給 与 退 職 手 当

支 給 額 支給人員 支 給 額 支給人員

計

○翌事業年度への繰越額はない。

－ 　－　(費用進行基準を採用した業務はない)

－

－

費用進行基準を採用
し た 業 務 に 係 る 分

配 分 留 保 額

運 営 費 交 付 金 債 務 残 高



７　セグメント情報

８　上記以外の主な資産の明細

金銭の信託の明細
（単位：円）

△ 417,242,547 69,425,178,908金 銭 の 信 託 72,216,941,455 11,909,400,000 14,283,920,000

期 末 残 高 摘 要
当期増加額 当期減少額

区 分 期 首 残 高
信託元本

運 用 損 益

（単位：円）

損益計算書上の費用合計 105,710,935 28,963,195,082 29,068,906,017

その他行政コスト（注2） － － －

105,710,935 28,963,195,082 29,068,906,017

105,765,078 2,791,762,547 2,897,527,625

Ⅲ事業費用、事業収益及び事業損益

事業費用

心身障害者扶養保険業務費 80,636,678 22,266,330,647 22,346,967,325

一般管理費 25,072,666 － 25,072,666

雑損 1,591 － 1,591

105,710,935 22,266,330,647 22,372,041,582

事業収益

運営費交付金収益（注2） 91,389,839 － 91,389,839

心身障害者扶養保険事業収入 － 19,474,568,100 19,474,568,100

資産見返運営費交付金戻入（注2） 1,309,684 － 1,309,684

賞与引当金見返に係る収益（注2） 5,568,917 － 5,568,917

退職給付引当金見返に係る収益（注2） 6,671,471 － 6,671,471

雑益 16,942 － 16,942

104,956,853 19,474,568,100 19,579,524,953

　　事業損益 △754,082 △ 2,791,762,547 △ 2,792,516,629

Ⅳ臨時損益等

臨時損失

心身障害者扶養保険責任準備金繰入 － 6,696,864,435 6,696,864,435

－ 6,696,864,435 6,696,864,435

当期純損益 △ 754,082 △ 9,488,626,982 △ 9,489,381,064

当期総損益 △ 754,082 △ 9,488,626,982 △ 9,489,381,064

Ⅴ総資産

現金及び預金 39,750,662 － 39,750,662

金銭の信託 － 69,425,178,908 69,425,178,908

その他 110,322,860 － 110,322,860

150,073,522 69,425,178,908 69,575,252,430

経理の種類の区分及び内容は以下のとおりです。
（区分方法については、中期目標等における一定の事業等のまとまりごとに区分したものです。さらに、独立行政法人
福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令に基づいて区分しています。）
業務経理：業務に関する事務の処理に係る経理
給付経理：その他の経理

これらは、独立行政法人固有の会計処理に伴う勘定科目です。

区 分 業 務 経 理 給 付 経 理 合 計

計

Ⅰ行政コスト

　行政コスト

Ⅱ独立行政法人の業務運営に関して
　国民の負担に帰せられるコスト

　(注1)

　(注2)

計

計

計


